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第１ 概要 

 

１ 募集情報等提供事業の概要 

(1) 募集情報等提供の意義 

「募集情報等提供」とは、次に掲げる行為をいう。（職業安定法（以下「法」という。）

第４条第６項） 

イ 労働者の募集を行う者等（労働者の募集を行う者、募集受託者又は職業紹介事業者

その他厚生労働省令で定める者（※）（以下「職業紹介事業者等」という。））の依頼

を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業

者等に提供すること。 

（※）募集情報等提供事業を行う者、特定地方公共団体又は労働者供給事業者をいう（規

則（職業安定法施行規則（以下「規則」という。）第４条第１項）。 

ロ イに掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の

職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等（労働

者になろうとする者又は職業紹介事業者等をいう。）に提供すること。 

ハ 労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を

労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。 

ニ ハに掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を

行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募

集を行う者等に提供すること。 

 

(2) 特定募集情報等提供の意義 

  「特定募集情報等提供」とは、「労働者になろうとする者に関する情報を収集して行

う募集情報等提供」をいう（法第４条第７項）。 

  労働者になろうとする者に関する情報とは、労働者になろうとする特定の個人を識別

することができる個人情報（法第４条第 13 項）のほか、個人を識別することができな

い情報であっても、個人の経歴やメールアドレス、サイトの閲覧履歴、位置情報等を含

むこと。ただし、利用者が検索の文言を入力することや、チェックボックス等で検索結

果の絞り込みを行うこと等は、労働者になろうとする者に関する情報の収集には該当し

ない。 

なお、労働者になろうとする者に関する情報を収集していたとしても、募集情報等提

供の用に供していない場合には、特定募集情報等提供には該当しないこと。 

 

(3) 「事業」として行うこと 

「事業」として行うこととは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行す

ることをいい、１回限りの行為であったとしても反復継続の意思を持って行えば事業性

があるが、形式的に繰り返し行われたとしても、すべて受動的、偶発的行為が継続した

結果であって反復継続の意思を持って行われていなければ、事業性は認められない。 

具体的には、一定の目的と計画に基づいて行われるか否かによって判断され、営利を
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目的とする場合に限らず、また、他の事業と兼業して行われるか否かを問わないもので

ある。 

しかしながら、この判断も一般的な社会通念に則して個別のケースごとに行われるも

のであり、営利を目的とするか否か、事業として独立性があるか否かが反復継続の意思

の判定にとって重要な要素となる。例えば、①募集情報等提供を行う旨宣伝、広告して

いる場合、②事務所を構え募集情報等提供を行う旨看板を掲げている場合等については、

原則として事業性ありと判断されるものである。 

 

２ 職業紹介事業に係る適正な許可の取得 

(1) 募集情報等提供と職業紹介の区分 

次のイからハまでのいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、当該者の判断

が電子情報処理組織により自動的に行われているかどうかにかかわらず、職業紹介事業

の許可等が必要である。また、宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等

の実態から判断して、求人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を事

業として行うものであり、募集情報等提供事業はその一部として行われているものであ

る場合には、全体として職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、

職業紹介事業の許可等が必要である（職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、

募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けよう

とする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針（平成 11 年労働省告示第

141 号。以下「指針」という。）第６の６（２））。 

  イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した

提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を

行うこと。 

  ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提

供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。 

  ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断

により当該意思疎通に加工を行うこと。 

 

(2) 募集情報等提供と職業紹介の区分の例 

募集情報等提供と職業紹介の区分の例については、次のとおりとする。 

イ 「宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等の実態から判断して、求

人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うもの」の

例 

【例１－１】 

求人者に求職者からの応募があることを確約するような宣伝広告をする場合は、

職業紹介に該当する。 

【例１－２】 

提供している求人に応募・連絡した時点において、原則として雇用契約が成立す
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るような仕組みを設ける場合は、職業紹介に該当する。 

【例１－３】 

広告上は募集情報等提供事業であっても、実態として、当該募集情報等提供事業

を行う者が、求人者に代わって採用候補者の選定や求人者の判断によらず選考に関

するメールの返信等を行っている場合は、職業紹介に該当する。 

 

ロ 「イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により

選別した提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報

のみ提供を行うこと。」の例 

【例２－１】 

全ての求人に関する情報を全ての求職者に対して閲覧可能な状態で提供した上

で、メール等の配信によりその一部の求人に関する情報を、一部の求職者にのみ送

付することは、「選別した提供相手に対してのみ提供を行うこと」又は「選別した

情報のみ提供を行うこと」に該当しない。 

【例２－２】 

全ての求職者に関する情報（匿名化されたものを含む。）を全ての求人者に対し

て閲覧可能な状態で提供した上で、メール等の配信によりその一部の求職者に関す

る情報を、一部の求人者にのみ送付することは、「選別した提供相手に対してのみ

提供を行うこと」又は「選別した情報のみ提供を行うこと」に該当しない。 

【例２－３】 

会員登録をした求人企業や求職者等の利用者にのみ求人又は求職者に関する情

報を提供することは、利用者が、あらかじめ会員登録の有無や会員区分によって提

供される情報が異なることについて認識しており、会員登録の有無や会員区分を変

更することができる場合には、「当該者の判断により」選別することには該当しな

い。 

【例２－４】 

特定の資格を保有している求職者に対してのみ求人に関する情報を配信するこ

とを求人者から依頼され、当該依頼に基づき、当該資格を保有している求職者にの

み当該求人に関する情報を提供する（他の求職者は当該求人に関する情報を得るこ

とができない）ことは、「当該者の判断により」選別した提供相手に対してのみ提

供を行うことに該当しない。 

【例２－５】 

求人企業からは、情報提供の方法について特段限定なく依頼があった場合に、事

業者が、求人内容や求職者の属性等に基づき情報提供先を検討するようなものは、

「当該者の判断により」選別が行われているものと解される。 

【例２－６】 

求職者が登録した職歴等の内容をもとに、事業者が選別した求人に関する情報の

みを当該求職者に提供する（他の求人に関する情報を当該求職者は得ることができ
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ない）ことは、「当該者の判断により」選別した情報のみ提供を行うことに該当す

る。 

 

【例２－７】 

公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の求人や内容が法令に違反

する求人に関する情報の提供を取りやめることや、これらの情報の提供を依頼する

者に対して求職者に関する情報の提供を行わないことは、「選別した提供相手に対

してのみ提供を行うこと」又は「選別した情報のみ提供を行うこと」に該当しない。 

 

ハ 「ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断に

より提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。」の例 

【例３－１】 

掲載開始後一定の期間、求人に関する情報に「新着情報」という見出しを付して

全ての求職者に提供することは、「求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行う

こと」に該当しない。 

【例３－２】 

求職者に関する情報又は求人に関する情報を求人者又は求職者が検索した場合

に、求人者又は求職者の閲覧履歴等に基づき、単に求人者又は求職者によって異な

る表示順で求職者に関する情報又は求人に関する情報を提供することは、当該情報

に新たに情報を加えているものではないことから「加工し、提供を行うこと」には

該当しない。 

【例３－３】 

給与額に幅がある求人に関する情報について、求職者の登録した情報に応じて

「いままでの職歴等を踏まえると、月額○○万円の給与額で採用される可能性があ

る」等の文言を付して当該求職者に提供することは、「当該者の判断により提供相

手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと」に該当する。 

【例３－４】 

求職者に関する情報について、一律に匿名化して全ての求人者に提供することは、

「求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと」に該当しない。 

 

ニ 「ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者

の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。」の例 

【例４－１】 

求職者又は求人者に対し、メッセージ機能等により求職者又は求人者が直接連絡

をすることができる仕組みを設けることは、「意思疎通に加工を行うこと」に該当

しない。 

【例４－２】 

求職者が登録した履歴書を当該求職者の応募に基づき送付される仕組みを設け
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ることや、求職者の履歴書等に一般的な記載のアドバイスをすることは、「意思疎通

に加工を行うこと」に該当しない。 

【例４－３】 

求職者と求人者との間に入って面接の日程調整を行う場合やメッセージ機能等

により求職者と求人者が直接連絡をすることができる仕組みを設ける場合に、特定

の求職者が優先的に面接や連絡を受けられるようにする等、当該者の判断により意

思疎通の到達に先後をつける等の差配をすることは、「当該者の判断により当該意

思疎通に加工を行うこと」に該当する。 

  


